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公 示

準特定地域における適正と考えられる車両数について

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号）における準特定地域の

適正と考えられる車両数（以下「適正車両数」という。）を算定したので下記

のとおり公示する。

なお、適正車両数の算定基礎数値は、別紙のとおりである。

平成２７年 １月２７日

関 東 運 輸 局 長 又野 己知

記

別添のとおりとする。

附則（平成２７年８月１０日 一部改正）

１ 本公示は、平成２７年８月１０日 から適用する。

附則（平成２７年８月１９日 一部改正）

１ 本公示は、平成２７年８月１９日 から適用する。
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附則（平成２７年１０月１日 一部改正）

１ 本公示は、平成２７年１０月１日 から適用する。

附則（平成２８年７月１５日 一部改正）

１ 本公示は、平成２８年７月１５日 から適用する。

附則（平成２８年８月１日 一部改正）

１ 本公示は、平成２８年８月１日 から適用する。

附則（平成２９年８月２３日 一部改正）

１ 本公示は、平成２９年８月２３日 から適用する。

附則（平成３０年８月２４日 一部改正）

１ 本公示は、平成３０年８月２４日 から適用する。

附則（平成３０年１０月１日 一部改正）

１ 本公示は、平成３０年１０月１日 から適用する。

附則（平成３１年４月１１日 一部改正）

１ 本公示は、平成３１年４月１１日 から適用する。

附則（令和元年８月２３日 一部改正）

１ 本公示は、令和元年８月２３日 から適用する。

附則（令和元年１０月１日 一部改正）

１ 本公示は、令和元年１０月１日 から適用する。



附則（令和２年４月１日 一部改正）

１ 本公示は、令和２年４月１日 から適用する。

附則（令和２年８月２８日 一部改正）

１ 本公示は、令和２年８月２８日 から適用する。

附則（令和２年１０月１日 一部改正）

１ 本公示は、令和２年１０月１日 から適用する。

附則（令和３年８月２７日 一部改正）

１ 本公示は、令和３年８月２７日 から適用する。

附則（令和３年１０月１日 一部改正）

１ 本公示は、令和３年１０月１日 から適用する。

附則（令和４年７月１日 一部改正）

１ 本公示は、令和４年７月１日 から適用する。

附則（令和４年８月３０日 一部改正）

１ 本公示は、令和４年８月３０日 から適用する。

附則（令和５年８月３１日 一部改正）

１ 本公示は、令和５年８月３１日 から適用する。

附則（令和６年８月３０日 一部改正）

１ 本公示は、令和６年８月３０日 から適用する。

附則（令和６年１０月１日 一部改正）



１ 本公示は、令和６年１０月１日 から適用する。

附則（令和７年８月２９日 一部改正）

１ 本公示は、令和７年８月２９日 から適用する。

附則（令和７年１０月１日 一部改正）

１ 本公示は、令和７年１０月１日 から適用する。



上限 下限

東京 特 別 区 ・ 武 三 25,173 22,376 28,779 12.5

北 多 摩 1,083 963 1,623 33.3

南 多 摩 808 703 1,194 32.3

西 多 摩 109 97 170 35.9

神奈川 京 浜 5,004 4,321 6,631 24.5

県 央 1,477 1,259 1,987 25.7

湘 南 258 229 382 32.5

小 田 原 333 296 473 29.6

千葉 京 葉 1,096 970 1,500 26.9

東 葛 666 592 1,024 35.0

千 葉 745 662 1,212 38.5

北 総 632 561 994 36.4

市 原 196 173 380 48.4

南 房 248 207 357 30.5

埼玉 県 南 中 央 1,424 1,266 2,317 38.5

県 南 東 部 631 561 1,134 44.4

県 南 西 部 813 722 1,476 44.9

県 北 210 186 337 37.7

群馬 東 毛 141 119 229 38.4

群馬・埼玉 中 ・ 西 毛 714 581 991 28.0

茨城 県 北 228 174 373 38.9

水 戸 県 央 423 368 694 39.0

県 南 492 398 792 37.9

県 西 168 135 281 40.2

栃木 宇 都 宮 438 390 840 47.9

県 南 242 209 379 36.1

塩 那 126 104 213 40.8

山梨 甲 府 257 228 338 24.0

※上記「令和６年度末車両数」は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適
正化及び活性化に関する特別措置法（以下「タクシー特措法」という。）第２条第９項に定める事業用自動車
（一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。以下「個人タクシー」という。）を除く。）の
数である。

（別添）

準特定地域における適正車両数

都道
府県

営業区域
（交通圏）

適正車両数（両） 令和６年度末
車両数（両）

令和６年度末車両数と
適正車両数（上限）との
乖離率（％）



１．算定方法

　　輸送需要量 ÷ （平均総走行キロ × 平成１３年度実車率 ÷ 平均延実働車両数） ÷ 365 ÷ 実働率

２．適正車両数の算定基礎数値

 ①一般タクシー

上限値*3 下限値*3

東京 特別区・武三 757,831,793 0.98 0.44 6,175,446 0.80 0.90

北 多 摩 28,632,609 0.93 0.49 368,633 0.80 0.90

南 多 摩 21,968,293 0.93 0.49 267,724 0.80 0.92

西 多 摩 3,208,532 0.92 0.52 40,847 0.80 0.90

神奈川 京 浜 120,946,490 0.96 0.44 1,435,184 0.80 0.93

県 央 37,321,218 0.93 0.50 487,998 0.80 0.94

湘 南 6,890,605 0.94 0.51 82,737 0.80 0.90

小 田 原 6,812,350 0.97 0.47 92,302 0.80 0.90

千葉 京 葉 26,860,178 0.96 0.49 321,230 0.80 0.90

東 葛 16,373,765 0.95 0.49 219,616 0.80 0.90

千 葉 15,170,726 0.96 0.44 202,636 0.80 0.90

北 総 14,470,970 0.99 0.47 124,480 0.80 0.90

市 原 3,559,521 0.95 0.51 64,521 0.79 0.90

南 房 4,641,282 0.94 0.51 77,306 0.75 0.90

埼玉 県 南 中 央 32,558,819 0.93 0.48 455,931 0.80 0.90

県 南 東 部 14,983,594 0.92 0.47 215,249 0.80 0.90

県 南 西 部 22,098,969 0.92 0.50 290,755 0.80 0.90

県 北 4,346,140 0.92 0.52 72,747 0.80 0.90

群馬 東 毛 3,009,450 0.92 0.53 49,042 0.76 0.90

群馬・埼玉 中 ・ 西 毛 10,718,354 0.97 0.51 175,705 0.73 0.90

茨城 県 北 3,312,993 0.93 0.47 66,474 0.69 0.90

水 戸 県 央 7,347,018 0.96 0.50 126,770 0.78 0.90

県 南 9,239,782 0.95 0.49 140,327 0.73 0.90

県 西 2,597,740 0.93 0.52 52,400 0.73 0.90

栃木 宇 都 宮 9,386,974 0.95 0.51 124,238 0.80 0.90

県 南 3,987,119 0.93 0.51 75,431 0.78 0.90

塩 那 2,347,975 0.95 0.52 37,227 0.74 0.90

山梨 甲 府 4,167,348 0.95 0.46 79,090 0.80 0.90

62,712,191

46,978,193

52,883,780

49,473,629

7,290,626

23,661,168

（別紙）

※その他ハイヤー（道路運送法施行規則第４条第８項第３号の規定に基づき国土交通大臣が定める区分を定める告示（平成２６年国土交通省告
示第５９号）第２号に規定するハイヤーをいう。以下同じ。）がある営業区域にあっては、算定した一般タクシー（タクシー特措法第2条第９項に定め
る事業用自動車からその他ハイヤー及び個人タクシーを除いたもの。以下同じ。）の必要車両数と平成２６年１月２７日現在の一般タクシーの車両
数の乖離率を用いてその他ハイヤーの必要車両数を算定し、これを一般タクシーの必要車両数に加えて算定したものである。

都道
府県

営業区域
（交通圏）

輸送需要量の算定 適正車両数の算定

令和６年度
総実車キロ

平均対前
年度比率*1

平均総走行キロ
*2

平成13年
度実車率

平均延実働
車両数*2

実働率

1,427,760,585

260,035,823

77,541,501

13,777,249

13,149,890

8,962,923

35,726,126

31,445,108

9,676,908

8,005,015

33,871,729

70,035,556

7,558,054

5,428,354

16,874,431

9,088,422

7,545,565

14,842,787

19,095,131

4,671,429

6,513,216

18,590,814



 ②その他ハイヤー

下限*4

東京 特別区・武三 0.27

神奈川 京 浜 0.39

千葉 京 葉 0.36

東 葛 0.47

千 葉 0.52

北 総 0.32

埼玉 県 南 中 央 0.52

40 0.29

0.18

適正車両数の算定

平成２６年１月２７日現在の
その他ハイヤー車両数

乖離率

上限*4

*4・・・・・乖離率の「上限」は一般タクシーの適正車両数の上限値と平成２６年１月２７日現在の車両数の乖離率、「下限」
            は一般タクシーの適正車両数の下限値と平成２６年１月２７日現在の車両数の乖離率

0.40

0.46

※「平均対前年度比率」、「平成13年度実車率」及び「実働率」の数値は、小数点第３位で四捨五入して記載しているため、必ずしも
計算結果は一致しないことがある。

*1・・・・・「平均対前年度対比」は、令和元年度から令和6年度における総実車キロの対前年度比率の平均値

*2・・・・・「平均総走行キロ」及び「平均延実働車両数」は、令和2年度から令和6年度における総走行キロ及び延実働
　　　　　 車両数の平均値

0.46

1

28

17

112 0.23

都道
府県

営業区域
（交通圏）

*3・・・・・実働率の「上限」は80％又は平成13年度値のいずれか低い数値、「下限」は90％又は平成13年度のいずれか
　　　　　 高い数値

9 0.28
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公 示

準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の需給状況の

判断結果について

平成２６年１月２７日付け公示「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の

適正化の推進のために監督上必要となる措置等の実施について」に基づき、一般乗用旅

客自動車運送事業の需給状況の判断結果を下記のとおり公示する。

なお、需給状況の判断結果の算定基礎数値は、別紙のとおりである。

令和７年１０月１日

関 東 運 輸 局 長 藤田 礼子

東京運輸支局長 織田 陽一

神奈川運輸支局長 柳瀬 光輝

埼玉運輸支局長 高久 浩一

群馬運輸支局長 堀越 千秋

千葉運輸支局長 菊池 雅彦

茨城運輸支局長 勝家 省司

栃木運輸支局長 栗田 英樹

山梨運輸支局長 茂 木 明
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記

令和７年度における需給状況の判断結果

都 県 営業区域名 必要車両数 令和６年度末 増加可能車両数

（交通圏） （両） 車両数（両） （両）

東 京 特別区・武三 ２２，３７６ ２８，７７９ ▲６，４０３

北 多 摩 ９６３ １，６２３ ▲６６０

南 多 摩 ７０３ １，１９４ ▲４９１

西 多 摩 ９７ １７０ ▲７３

神奈川 京 浜 ４，３２１ ６，６３１ ▲２，３１０

県 央 １，２５９ １，９８７ ▲７２８

湘 南 ２２９ ３８２ ▲１５３

小 田 原 ２９６ ４７３ ▲１７７

千 葉 京 葉 ９７０ １，５００ ▲５３０

東 葛 ５９２ １，０２４ ▲４３２

千 葉 ６６２ １，２１２ ▲５５０

北 総 ５６１ ９９４ ▲４３３

市 原 １７３ ３８０ ▲２０７

南 房 ２０７ ３５７ ▲１５０

埼 玉 県南中央 １，２６６ ２，３１７ ▲１，０５１

県南東部 ５６１ １，１３４ ▲５７３

県南西部 ７２２ １，４７６ ▲７５４

県 北 １８６ ３３７ ▲１５１

群 馬 東 毛 １１９ ２２９ ▲１１０

群馬・埼玉 中・西毛 ５８１ ９９１ ▲４１０

茨 城 県 北 １７４ ３７３ ▲１９９

水戸県央 ３６８ ６９４ ▲３２６

県 南 ３９８ ７９２ ▲３９４

県 西 １３５ ２８１ ▲１４６

栃 木 宇都宮 ３９０ ８４０ ▲４５０

県 南 ２０９ ３７９ ▲１７０

塩 那 １０４ ２１３ ▲１０９

山 梨 甲 府 ２２８ ３３８ ▲１１０



※ 上記「令和６年度末車両数」は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運

送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（以下「タクシー特措法」という。）第２条

第９項に定める事業用自動車（一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限

る。以下「個人タクシー」という。）を除く。）の数である。

※ その他ハイヤー（道路運送法施行規則第４条第８項第３号の規定に基づき国土交通大臣が

定める区分を定める告示（平成２６年国土交通省告示第５９号）第２号に規定するハイヤー

をいう。以下同じ。）がある営業区域にあっては、算定した一般タクシー（タクシー特措法

第２条第９項に定める事業用自動車からその他ハイヤー及び個人タクシーを除いたもの。以

下同じ。）の必要車両数と平成２６年１月２７日現在の一般タクシーの車両数の乖離率を用

いてその他ハイヤーの必要車両数を算定し、これを一般タクシーの必要車両数に加えて算定

したものである。

附 則

本公示は、令和７年度の準特定地域における法人タクシー（一般乗用旅客自動

車運送事業（１人１車制個人タクシーを除く。））の新規許可申請、条件解除の

承認申請、営業区域の設定に係る事業計画変更認可申請、増車に係る事業計画

変更認可申請、休車の解除に係る事業計画変更認可申請及び個人タクシーの新

規許可申請について適用する。



（別紙）

１．東京都

（１）特別区・武三交通圏

　　　①一般タクシー

　　　②その他ハイヤー

（２）北多摩交通圏

（３）南多摩交通圏

（４）西多摩交通圏

実働率
Ｇ

703 20,487,511 46,978,193 0.49 267,724 0.92

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

20,487,511 21,968,293 0.93

実働率
Ｇ

97 2,941,331 7,290,626 0.52 40,847 0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

2,941,331 3,208,532 0.92

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

741,065,526 757,831,793 0.98

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

22,014 741,065,526 1,427,760,585 0.44 6,175,446

乖離率
ａ = (b - c) ÷ b

平成26年1月27日現在の
一般タクシー車両数  ｂ

一般タクシーの
必要車両数　ｃ

0.27 30,310 22,014

必要車両数
d - ( d × a )

平成26年1月27日現在の
その他ハイヤー車両数　ｄ

362 499

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

26,595,931 28,632,609 0.93

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

963 26,595,931 62,712,191 0.49 368,633 0.90



２．神奈川県

（１）京浜交通圏

　　　①一般タクシー

　　　②その他ハイヤー

（２）県央交通圏

（３）湘南交通圏

（４）小田原交通圏

0.90296 6,577,606 13,149,890 0.47 92,302

実働率
Ｇ

229 6,466,792 13,777,249 0.51 82,737 0.90

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

116,556,890 120,946,490 0.96

0.93

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

4,297 116,556,890 260,035,823 0.44 1,435,184

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

6,466,792 6,890,605 0.94

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

6,577,606 6,812,350 0.97

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

0.94

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

1,259 34,532,615 77,541,501 0.50 487,998

実働率
Ｇ

34,532,615 37,321,218 0.93

必要車両数
d - ( d × a )

平成26年1月27日現在の
その他ハイヤー車両数　ｄ

24 40

一般タクシーの
必要車両数　ｃ

0.39 7,024 4,297

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

乖離率
ａ = (b - c) ÷ b

平成26年1月27日現在の
一般タクシー車両数  ｂ



３．千葉県

（１）京葉交通圏

　　　①一般タクシー

　　　②その他ハイヤー

（２）東葛交通圏

　　　①一般タクシー

　　　②その他ハイヤー

（３）千葉交通圏

　　　①一般タクシー

　　　②その他ハイヤー

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

25,724,963 26,860,178 0.96

965 25,724,963 52,883,780 0.49 321,230 0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

必要車両数
d - ( d × a )

平成26年1月27日現在の
その他ハイヤー車両数　ｄ

5 9

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

乖離率
ａ = (b - c) ÷ b

平成26年1月27日現在の
一般タクシー車両数  ｂ

一般タクシーの
必要車両数　ｃ

0.36 1,506 965

実働率
Ｇ

592 15,476,642 35,726,126 0.49 219,616 0.90

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

15,476,642 16,373,765 0.95

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

必要車両数
d - ( d × a )

平成26年1月27日現在の
その他ハイヤー車両数　ｄ

0 1

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

乖離率
ａ = (b - c) ÷ b

平成26年1月27日現在の
一般タクシー車両数  ｂ

一般タクシーの
必要車両数　ｃ

0.47 1,118 592

実働率
Ｇ

649 14,529,576 31,445,108 0.44 202,636 0.90

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

14,529,576 15,170,726 0.96

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

必要車両数
d - ( d × a )

平成26年1月27日現在の
その他ハイヤー車両数　ｄ

13 28

乖離率
ａ = (b - c) ÷ b

平成26年1月27日現在の
一般タクシー車両数  ｂ

一般タクシーの
必要車両数　ｃ

0.52 1,343 649



（４）北総交通圏

　　　①一般タクシー

　　　②その他ハイヤー

（５）市原交通圏

（６）南房交通圏

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

14,312,460 14,470,970 0.99

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

一般タクシーの
必要車両数　ｃ

0.32 711 485

実働率
Ｇ

485 14,312,460 23,661,168 0.47 124,480 0.90

必要車両数
d - ( d × a )

平成26年1月27日現在の
その他ハイヤー車両数　ｄ

76 112

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

乖離率
ａ = (b - c) ÷ b

平成26年1月27日現在の
一般タクシー車両数  ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

3,382,696 3,559,521 0.95

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

4,367,900 4,641,282 0.94

実働率
Ｇ

173 3,382,696 7,558,054 0.51 64,521 0.90

207 4,367,900 9,676,908 0.51 77,306 0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ



４．埼玉県

（１）県南中央交通圏

　　　①一般タクシー

　　　②その他ハイヤー

（２）県南東部交通圏

（３）県南西部交通圏

（４）県北交通圏

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

30,275,576 32,558,819 0.93

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

1,258 30,275,576 70,035,556 0.48 455,931

乖離率
ａ = (b - c) ÷ b

平成26年1月27日現在の
一般タクシー車両数  ｂ

一般タクシーの
必要車両数　ｃ

0.52 2,616 1,258

必要車両数
d - ( d × a )

平成26年1月27日現在の
その他ハイヤー車両数　ｄ

8 17

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

13,740,243 14,983,594 0.92

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

561 13,740,243 33,871,729 0.47 215,249 0.90

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

20,267,696 22,098,969 0.92

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

722 20,267,696 49,473,629 0.50 290,755

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

3,988,368 4,346,140 0.92

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

186 3,988,368 9,088,422 0.52 72,747



５．群馬県

　東毛交通圏

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和５年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

2,755,192 3,009,450 0.92

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

119 2,755,192 6,513,216 0.53 49,042



６．群馬県・埼玉県

　中・西毛交通圏

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和５年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

10,406,102 10,718,354 0.97

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

581 10,406,102 18,590,814 0.51 175,705



７．茨城県

（１）県北交通圏

（２）水戸県央交通圏

（３）県南交通圏

（４）県西交通圏

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

3,067,287 3,312,993 0.93

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

174 3,067,287 7,545,565 0.47 66,474

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

7,047,692 7,347,018 0.96

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

368 7,047,692 14,842,787 0.50 126,770

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

8,767,772 9,239,782 0.95

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

398 8,767,772 19,095,131 0.49 140,327

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

2,406,782 2,597,740 0.93

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

135 2,406,782 5,428,354 0.52 52,400



８．栃木県

（１）宇都宮交通圏

（２）県南交通圏

（３）塩那交通圏

実働率
Ｇ

104 2,227,880 4,671,429 0.52 37,227 0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

2,227,880 2,347,975 0.95

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

8,964,351 9,386,974 0.95

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

390 8,964,351 16,874,431 0.51 124,238

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

3,702,950 3,987,119 0.93

0.90

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

実働率
Ｇ

209 3,702,950 8,005,015 0.51 75,431



９．山梨県

　甲府交通圏

※「直近５年間分の対前年度比率の平均値」、「実車率」、「実働率」及び「乖離率」の数値は、小数点第３
位で四捨五入して記載しているため、必ずしも計算結果は一致しないことがある。

0.90

輸送需要量
Ａ＝Ｂ×Ｃ

令和６年度の
総実車キロ　Ｂ

直近５年間分の
対前年度比率の平均値　Ｃ

3,951,464 4,167,348 0.95

実働率
Ｇ

228

必要車両数
Ａ÷（Ｄ×Ｅ÷Ｆ）

÷365÷Ｇ

輸送需要量
Ａ

総走行キロ
Ｄ

実車率
Ｅ

延べ実働車両数
Ｆ

3,951,464 8,962,923 0.46 79,090
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